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鼻

ニ
レ

第
二
条
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
割
賦
販
売
法
（
以
下
「
新
法
」
と

い
う
。
）
第
三
十
条
の
二
の
三
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
こ
の

法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
締
結
し
た

○
割
賦
販
売
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
九

十
九
号
）

置
一

附
則
第
二
条
関
係
一

●
「
新
法
第
○
条
第
○
項
に
規
定
す
る
～
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
法
律

に
よ
る
改
正
前
の
○
○
法
第
○
条
第
○
項
に
規
定
す
る
～
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
」
の
例

（
包
括
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
に
係
る
書
面
の
交
付
等
に
関
す
る
経
過
措

結
し
た
契
約
で
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
割
賦
販
売
法
（
以
下

販
売
し
、
又
は
役
務
を
提
供
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

し
、
又
は
役
務
を
提
供
す
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
締

契
約
で
、
新
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
包
括
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん

に
係
る
販
売
又
は
提
供
の
方
法
に
よ
り
商
品
若
し
く
は
権
利
を
販
売

に
よ
る
。

っ
せ
ん
に
係
る
販
売
又
は
提
供
の
方
法
に
よ
り
商
品
若
し
く
は
権
利
を

「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
包
括
信
用
購
入
あ

附

則

｜

’

第
一
条
一条

○
関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十

二
百
百
）

●
構
文
及
び
施
行
期
日
の
参
考
と
し
た
用
例

第
二
条
二
条

●
「
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
さ
れ
た
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
」
の
例

置
、一

○
家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第

一
百
百
）

附
則

（
豚
コ
レ
ラ
及
び
ア
フ
リ
カ
豚
コ
レ
ラ
の
名
称
の
変
更
に
伴
う
経
過
措

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
さ
れ
た
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
家

畜
伝
染
病
予
防
法
第
二
条
第
一
項
の
表
二
十
の
項
に
規
定
す
る
豚
コ
レ

ラ
又
は
同
表
二
十
一
の
項
に
規
定
す
る
ア
フ
リ
カ
豚
コ
レ
ラ
に
係
る
処

分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
次
条
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条

第
一
項
の
表
二
十
の
項
に
規
定
す
る
豚
熱
又
は
同
表
二
十
一
の
項
に
規

定
す
る
ア
フ
リ
カ
豚
熱
に
係
る
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
と
し
て
さ

れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
施
行
期
日
）

附

則

2
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a

1

コ

マ

三
第
二
条
中
関
税
法
第
七
条
の
五
第
一
号
イ
の
改
正
規
定
及
び
次
条

第
一
項
の
規
定
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平

第
一
項
の
規
定
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律

四
第
三
条
の
規
定
及
び
附
則
第
六
条
中
地
位
協
定
臨
特
法
第
五
条
第

二
第
二
条
の
規
定
（
同
条
中
関
税
法
第
二
条
の
四
の
改
正
規
定
、
同

法
第
八
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
九
条
の
二
十
一
の
改
正
規
定
、 同

一
第
二
条
中
関
税
法
第
十
七
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を

加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
十
八
条
第
三
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第

十
八
条
の
二
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十
条
第
三
項
の
改
正
規
定
、

同
法
第
二
十
条
の
二
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十
五
条
の
改
正
規
定
、

同
法
第
二
十
六
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
六
条
の
改
正
規
定
、

同
法
第
百
十
四
条
か
ら
第
百
十
五
条
の
二
ま
で
の
改
正
規
定
及
び
同

法
第
百
十
六
条
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
十
条
の
規
定
平
成
二

同
法
第
七
十
五
条
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
八
十
八
条
の
二
の
改
正

規
定
並
び
に
前
号
及
び
次
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
並
び

に
第
四
条
中
関
税
暫
定
措
置
法
第
十
五
条
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条

第
二
項
の
規
定
、
附
則
第
六
条
中
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の

間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区

域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の

実
施
に
伴
う
関
税
法
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七

年
法
律
第
百
十
二
号
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
「
地
位

協
定
臨
特
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
三
項
の
改
正
規
定
及
び
地

位
協
定
臨
特
法
第
十
四
条
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
八
条
の
規
定

一
項
た
だ
し
書
の
改
正
規
定
（
「
第
十
七
条
」
を
「
第
十
七
条
第
一

項
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年

（
「
第
十
七
条
」
を
「
第
十
七
条
第
一

成
二
十
九
年
法
律
第
四
号
）
附
則
第
一
条
第
五
号
に
定
め
る
日

平
成
三
十
年
四
月
一
日

十
九
年
六
月
一
日

第
二
条
の
規
定

●
構
文
の
参
考
と
し
た
例

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
３

○
公
益
通
報
者
保
護
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

第
三
条
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
関
税
暫
定
措
置
法
第
八
条
第

律
の
施
行
前
に
輸
出
さ
れ
た
貨
物
を
原
料
又
は
材
料
と
し
た
製
品
に
係

囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
法
律
の
施
行
後

は
材
料
と
し
た
製
品
に
係
る
関
税
の
軽
減
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
法

に
さ
れ
た
公
益
通
報
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

る
関
税
の
軽
減
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

一
項
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
輸
出
さ
れ
る
貨
物
を
原
料
又

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

（
関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）’



且

ろ

附
則
第
五
条
関
係
一

●
構
文
の
参
考
と
し
た
例

○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律

第
七
号
）

○
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）

第
十
八
条
（
略
）

２
政
府
は
、
前
一

を
目
途
と
し
て
、
（
略
）
前
項

（
検
討
）

第
二
条
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法

律
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
生
活
困
窮
者
に
対
す
る
自
立
の
支
援
に

○
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六

い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

関
す
る
措
置
の
在
り
方
に
つ
い
て
総
合
的
に
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る

も
の
と
す
る

（
検
討
等
）

附附

則則

に
定
め
る
事
項
の
ほ
か
、

●

新
法
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
新
法
の
規
定
に
つ

○
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等

こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）

そ
の
結
果
に
基

（
検
討
）

第
七
条
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い

て
、
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
社
会
的
障
壁
の
除
去
の
実
施
に
つ
い

（
検
討
等
）

第
六
条
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法

○
公
益
通
報
者
保
護
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
国
民
の
理
解
を
得
つ
つ
、

所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２
～
６
（
略
）

年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
↓

結
果
に
応
じ
て
所
要
の
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。

必
要
が
あ
る
と
認
め
る

律
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
個
人
番
号
の
利
用
及
び
情
報
提
供
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
た
特
定
個
人
情
報
の
提
供
の
範
囲
を

拡
大
す
る
こ
と
並
び
に
特
定
個
人
情
報
以
外
の
情
報
の
提
供
に
情
報
提

供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る

て
の
必
要
か
つ
合
理
的
な
配
慮
の
在
り
方
そ
の
他
こ
の
法
律
の
施
行
の

こ
と
そ
の
他
こ
の
法
律

附附

則目|｜
〃、』

の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、

と
き
は
、
そ
の

必
要
が
あ
る

4
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第
二
条
政
府
は
、

律
の
施
行
の
状
況

要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
検
討
） 附

則

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必

こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法

第
七
条
七
条

○
公
益
通
報
者
保
護
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

●
「
公
益
通
報
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
（
公
益
通
報
者
）
に
対
す
る

不
利
益
な
取
扱
い
」
の
例

益
な
取
扱
い
の
禁
止
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
。

裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
国
会

職
員
法
、
自
衛
隊
法
及
び
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
六
十
一
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一

般
職
の
国
家
公
務
員
等
の
任
命
権
者
そ
の
他
の
第
二
条
第
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
事
業
者
は
、
第
三
条
各
号
に
定
め
る
公
益
通
報
を
し
た
こ
と

を
理
由
と
し
て
一
般
職
の
国
家
公
務
員
等
に
対
し
て
免
職
そ
の
他
不
利
‐
－

益
な
取
扱
い
が
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
こ
れ
ら
の
法
律
の
規
定
を

適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
各
号
に
定
め
る
公
益
通
報
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
す
る

一
般
職
の
国
家
公
務
員
、
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
六
年

法
律
第
二
百
九
十
九
号
）
の
適
用
を
受
け
る
裁
判
所
職
員
、
国
会
職
員

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
八
十
五
号
）
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
、

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
二
条
第
五
項
に

規
定
す
る
隊
員
及
び
一
般
職
の
地
方
公
務
員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

（
一
般
職
の
国
家
公
務
員
等
に
対
す
る
取
扱
い
）

「
一
般
職
の
国
家
公
務
員
等
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
免
職
そ
の
他
不
利

5



鰹

ひ

（
申
告
）

第
三
十
二
条
（
略
）

○
家
内
労
働
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
六
十
号
）

●
「
取
扱
い
の
是
正
」
の
例

２
（
略
）

３
委
託
者
が
家
内
労
働
者
に
対
し
て
前
項
の
規
定
に
違
反
す
る
取
扱
い

を
し
た
場
合
に
は
、
都
道
府
県
労
働
局
長
、
労
働
基
準
監
督
署
長
又
は

労
働
基
準
監
督
官
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当

該
委
託
者
に
対
し
、
そ
の
取
扱
い
の
是
正
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
消
費
税
の
円
滑
か
つ
適
正
な
転
嫁
の
確
保
の
た
め
の
消
費
税
の
転
嫁
を

●
「
是
正
に
関
す
る
措
置
」
の
例

目
次第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章
～
第
七
章

附
則

阻
害
す
る
行
為
の
是
正
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
四
十
一
号
）

（
略
）

特
定
事
業
者
に
よ
る
消
費
税
の
転
嫁
の
拒
否
等
の
行
為
の
是

正
に
関
す
る
特
別
措
置
（
第
三
条
’
第
七
条
）

消
費
税
の
転
嫁
を
阻
害
す
る
表
示
の
是
正
に
関
す
る
特
別
措

置
（
第
八
条
・
第
九
条
）

～
第
七
章
（
略
）
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第
三
条
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
四
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い

て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
つ
い

て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
応
じ

て
所
要
の
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。

○
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
八

ロ
言
）

●
「
・
・
・
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
」
の
例

（
検
討
） 附

目|｜
〃、』
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